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問…問い合わせ先
…申し込み先
※費用の記載がない
　ものは無料です。

土・日曜日および祝日は閉庁

❖お知らせの表記

市役所代表

宝
く
じ
助
成
金
で
備
品
を
整
備
し
ま
し
た

　

町
内
会
活
動
の
活
性
化
を
め
ざ
し
、（
一

財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
行
う
全
国
自

治
宝
く
じ
普
及
広
報
事
業
の
一
般
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
助
成
を
受
け
て
、
次
の
町
内
会
が

備
品
を
整
備
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

地
域
の
拠
点
施
設
の
機
能
の
強
化
が
図
ら

れ
、
高
齢
者
や
住
民
が
憩
え
る
集
い
の
場

の
充
実
、
地
域
活
動
の
活
性
化
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

◆
六
日
町
町
内
会　

助
成
金
２
１
０
万
円

　

物
置
、
ア
ン
プ
、
Ｃ
Ｄ
・
カ
セ
ッ
ト
プ

レ
ー
ヤ
ー
、
マ
イ
ク
、
ス
ピ
ー
カ
ー
、
掃

除
機
、
提
灯
、
テ
ン
ト
、
卓
上
テ
ー
ブ
ル
、

ス
ト
ー
ブ
、
発
電
機
な
ど

◆
西
北
園
町
内
会　

助
成
金
２
２
０
万
円

　

テ
レ
ビ
、
ブ
ル
ー
レ
イ
レ
コ
ー
ダ
ー
、

折
り
た
た
み
式
テ
ー
ブ
ル
、
物
置
、
お
祭

り
櫓
や
ぐ
ら、
は
ん
て
ん
な
ど

◆
赤
沼
町
内
会　

助
成
金
２
５
０
万
円

　

除
雪
機
、
テ
レ
ビ
、
レ
コ
ー
ダ
ー
、
カ

ラ
オ
ケ
マ
イ
ク
セ
ッ
ト
、
パ
ソ
コ
ン
、
プ

リ
ン
タ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
ス
ピ
ー

カ
ー
、
ス
ト
ー
ブ
、
物
置
、
発
電
機
な
ど

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課

☎
51
６
７
２
５

財産区名 法量 奥瀬 沢田

立候補
受け付け

日　　時 平成 28 年 11 月１日㈫　午前８時 30 分～午後５時
場　　所 ふるさと皆館３階多目的ホール
被選挙権 平成３年 11 月７日以前に生まれ、立候補する財産区の選挙権がある人
必要書類 戸籍抄本か謄本、住民票、印鑑

投開票
について

投票日時 平成 28 年 11 月６日㈰　午前７時～午後８時

選挙権のある人
大字法量 大字奥瀬（一部を除く） 大字沢田

平成 10 年 11 月７日以前に生まれ、平成 28 年８月１日以前に各大字区
域内に住民登録があり、引き続き住民登録のある人

開票日時 平成 28 年 11 月６日㈰　午後９時～

開票場所 法量集会所 ふるさと皆館３階
多目的ホール 十和田市沢田悠学館

法
量
・
奥
瀬
・
沢
田
各
財
産
区
議
会
議
員

一
般
選
挙
実
施
の
お
知
ら
せ

※
投
票
場
所
な
ど
、
そ
の
他
詳
細
に
つ
い

　

て
は
各
世
帯
に
郵
送
さ
れ
る
入
場
券
や

　

チ
ラ
シ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
51
６
７
７
８

介
護
職
へ
復
帰
す
る
人
へ
準
備
金
（
最
大

20
万
円
）
を
お
貸
し
し
ま
す

　

介
護
施
設
で
介
護
職
員
と
し
て
１
年
以

上
職
務
経
験
が
あ
る
な
ど
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
人
が
貸
付
対
象
と
な
り
ま
す
。 

　

貸
付
決
定
日
か
ら
１
年
以
内
に
県
内
で

ま
ち
づ
く
り
支
援
課
か
ら
お
知
ら
せ

■
生
ご
み
粉
砕
機
「
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
」
を

　

展
示
し
ま
す

　

燃
え
る
ご
み
の
約
４
割
が
生
ご
み
で

す
。
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
を
設
置
す
る
と
、
ご

み
捨
て
作
業
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
ほ

か
、
生
ご
み
の
臭
い
に
悩
む
こ
と
も
な
く

な
り
ま
す
。

■
ご
み
減
量
を
目
指
し
て
小
型
家
電
・
衣

　

類
な
ど
を
回
収
し
ま
す

　

小
型
家
電
・
衣
類
な
ど
を
リ
ユ
ー
ス
・

リ
サ
イ
ク
ル
す
る
た
め
に
回
収
し
ま
す
。

◆
い
ず
れ
も

と
き　

10
月
15
日
㈯
・
16
日
㈰

　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ　

市
民
交
流
プ
ラ
ザ「
ト
ワ
ー
レ
」

■
野
焼
き
は
禁
止
、
不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

　

ご
み
の
焼
却
は
、
悪
臭
や
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
発
生
原
因
と
な
る
た
め
、
ご
く
一

部
を
除
き
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
古
い
家
電
や
粗
大
ご
み
な
ど
の

不
法
投
棄
が
相
次
い
で
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
。

※
ど
ち
ら
も
罰
則
が
あ
り
ま
す

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
２
６

子
ど
も
医
療
費
受
給
資
格
証
の
交
付
申
請

の
受
け
付
け
を
し
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
子
ど

も
の
医
療
費
の
自
己
負
担
分
に
対
し
て
医

療
費
の
給
付
を
行
う
こ
と
に
よ
り
無
料
と

し
て
い
ま
す
。
医
療
費
の
給
付
を
受
け
る

た
め
に
は
、
受
給
資
格
者
証
の
交
付
申
請

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

対
象　

市
内
に
住
所
が
あ
る
中
学
生
ま
で

　

の
子
ど
も

無
料
と
な
る
医
療
費　

通
院
・
入
院
に
か

　

か
る
保
険
診
療
分
の
医
療
費
自
己
負
担

　

額
持
参
す
る
も
の　

子
ど
も
の
保
険
証
・
印

　

鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
子
育
て
支
援
課

　

☎
51
６
７
１
６

介
護
業
務
に
再
就
職
し
、
２
年
間
働
い
た

場
合
、
返
還
が
全
額
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
県
社
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
（http://aosyakyo.or.jp/

）
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
。

問
青
森
県
社
会
福
祉
協
議
会　

生
活
支
援

　

課
☎
０
１
７
・
７
２
３
・
１
４
６
９

2016年（平成28年）10月号　広報 16


